
 

協  定  書 

 

流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業６７街区におけ

る大規模土地開発構想（以下「本開発構想」という。）について、流山

市街づくり条例（平成２４年流山市条例第９号）第３４条第１項の規定

により、近隣住民等（以下「甲」という。）から調停の申立があったこ

とから、甲と大規模土地開発行為者（以下「乙」という。）において、

同条第２項の規定に基づき、流山市街づくり委員会において調停を行っ

たところ、甲及び乙が合意に達したので、本開発構想について次の条項

により協定書を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。 

 

記  

 

（建築物の階数及び形状） 

第１条 本開発構想における建築物は、南棟、東棟、西棟の最高の階数

を１４階とする。また、西棟を北に向かって階段状に低くすることに

よって、第１種高度地区における北側斜線を概ね順守するものとする。 

 

（北側道路部分） 

第２条 本開発構想に係る敷地の北側道路に接する部分については、歩

道状空地を十分確保するとともに、特に緑化による修景を行うこと。

また、西北の交差点については、特に歩行者の安全及び交差点の視界

の確保に配慮するものとする。 

 

（立体自走式駐車場） 

第３条 立体自走式駐車場については、建築物の配置や壁面緑化又は意

匠の工夫等を行うことにより、北側住民及び北側道路歩行者に対し、

良好な景観の形成を図るものとする。 

 

（街づくり計画書） 

第４条 乙は、本協定書及び調停の場をとおして協議した内容について、

街づくり計画書に記載を追加し市長に提出すること。また、今後、設



 

計にあたっては、本協定書及び街づくり計画書を遵守するものとする。 

 

 参考図  

 別紙①・②・③のとおり 
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15階部分を14階に変更し、1層分高さを削減
（ｸﾞﾙﾆｴ47.12ｍ･15階44.80ｍ⇒14階41.88ｍに削減）
（15階部分の容積については各住戸の面積増加等にて調整）

参考図①（第１条の変更内容）参考図①（第１条の変更内容）参考図①（第１条の変更内容）参考図①（第１条の変更内容）

※本資料の内容については、関係諸官庁（宅地課他流山市
関係各課・流山市消防本部・千葉県・千葉県住宅供給
公社等）との協議及びその他の理由により、今後変更が
生じる場合があります。
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参考図②（第２条・第３条の変更内容）参考図②（第２条・第３条の変更内容）参考図②（第２条・第３条の変更内容）参考図②（第２条・第３条の変更内容）参考図②（第２条・第３条の変更内容）参考図②（第２条・第３条の変更内容）

※本資料の内容については、関係諸官庁（宅地課他流山市※本資料の内容については、関係諸官庁（宅地課他流山市※本資料の内容については、関係諸官庁（宅地課他流山市※本資料の内容については、関係諸官庁（宅地課他流山市※本資料の内容については、関係諸官庁（宅地課他流山市
関係各課・流山市消防本部・千葉県・千葉県住宅供給関係各課・流山市消防本部・千葉県・千葉県住宅供給関係各課・流山市消防本部・千葉県・千葉県住宅供給関係各課・流山市消防本部・千葉県・千葉県住宅供給関係各課・流山市消防本部・千葉県・千葉県住宅供給
公社等）との協議及びその他の理由により、今後変更が公社等）との協議及びその他の理由により、今後変更が公社等）との協議及びその他の理由により、今後変更が公社等）との協議及びその他の理由により、今後変更が公社等）との協議及びその他の理由により、今後変更が
生じる場合があります。
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自走式駐車場を90度回転し、
駐車場の見付幅を減らす

交差点部の視界交差点部の視界
確保に配慮する確保に配慮する確保に配慮する
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参考図③（変更イメージ図）

※本資料は協定書の内容を反映させたイメージ図(1階平面図)です。
※本資料の内容については、実施設計での詳細検討結果及び関係
諸官庁（宅地課他流山市関係各課・流山市消防本部・千葉県・
千葉県住宅供給公社等）との協議、その他の理由により、今後
変更が生じる場合があります。



 

 この協定の締結の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

         甲 近隣住民等 

住所  

氏名           印 

 

 

 

 

         乙 大規模土地開発行為者 

住所 

氏名           印 

 

 

 

 甲と乙の協定が締結されたことを証明する。 

 

  平成  年  月  日 

 

 流山市街づくり委員会 

住所 千葉県流山市平和台１丁目１番地１ 

氏名 流山市街づくり委員会          

               委員長 北原 理雄 印   

 


